
資料２

これまでの議論を踏まえた基本的事項の整理

１ 保育所保育の概念
子どもにとっての機能

・養護 ～ 生命の保持と情緒の安定

・教育 ～ 人間形成の基礎を培う発達援助

○保育所の役割・機能

保護者にとっての機能

・園児の保護者への支援

・地域の在宅子育て家庭への支援

○養護と教育の関係 → 発達過程（０～６歳）に応じ一体的に発揮するもの

２ 保育所の今日的意義
○社会的環境の変化に伴う課題への対応

○保育所の直面する課題への対応

○保育所の持つ特質

３ 告示化
○規範性の明確化 → 最低基準である保育内容に関する事項

○規範性を有する指針の内容

・明示的に規範性を有する事項

例：保育計画・指導計画の作成、 自己評価、研修など

・基本的考え方、原則的事項

個々の保育所の独自性、柔軟性を認める

例：保育の形態（クラス編成等 、家庭や地域との連携、子育て支援等）

○告示と解説の役割分担

、 、・告示：全ての保育所に適用される保育内容 及び関連する運営事項の原則

基本的考え方を規定

・解説：告示の内容の解説、補足する事項の説明、各保育所での創意工夫や

指針内容の理解と参考になる事項の紹介

○改定に当たっての記述の留意事項

・曖昧な表現を極力避け、簡潔なものとする。

・鍵となる概念、用語は定義を明確にし、指針を通じて統一する。

・各章間、各章の各節（特に第３章から第１０章）の記述内容の重複を整理

する。

・各章、各節のつながりを踏まえた論理的でわかりやすいものとする。

・概念の説明的記述は必要最小限にとどめる（詳細は解説で記述する）



資料２－１
保育所の役割・機能及び今日的意義の考え方

保育所の役割・機能】【

◎子どもにとっての機能
１日の生活をベースに養護と教育が発達過程に応じて一体的に発揮

①養護：健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を提供
・食事、排泄、休息、衣服の調節、生活習慣等
・情緒の安定

②教育：生涯にわたる生きる力の基礎を育てる
・基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う
・自主、協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う
・自然等の興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の基礎を培う
・言葉への興味や関心を育て、豊かな言葉を培う
・様々な体験を通して、豊かな感性を育て創造性の芽生えを培う

◎保護者にとっての機能
③園児の保護者への支援 １）園児保護者との協同による「子育て力」向上の支援

（相談、助言、情報提供など）
２）就労支援（延長保育などの特別保育の実施）

④地域の在宅子育て家庭 保育所の持つ特性を活かした在宅保護者等への支援
への支援 ・場の提供（一時保育、親子の交流、保育体験）

・専門性の活用（相談・助言 、情報提供など）

【保育所の今日的意義】

☆社会的環境の変化に伴う課題
（ 、 、 、・子どもの生活環境の変化 直接体験 人との関わりの不足 生活リズムの乱れ

子どもにとって満足できる居場所の不足）
・保護者の子育て環境の変化（抱え込み・孤立化、子育ての知識不足、喜びがわ

かない）
（ ）・保護者の就労環境の変化 保護者の仕事と子育ての両立を支える環境が不可欠

・虐待問題、母子家庭の増加など福祉ニーズの高まり
○課題を解決するために保育所の持つ機能が不可欠

・養護と教育の一体的な提供（子どもの健全な発達）
（ 、 、 、・家庭との協同による子育て 喜び発見 子育ての知識の獲得 孤立化の予防

仕事と子育ての両立の実現）

☆保育所の直面する課題
○子育て支援に関する様々なニーズに対応した取組

保育所の機能の拡充の反面、
①現場の多忙化、職員の資質向上の機会が不足
②保育指導、地域の子育て支援の機能のばらつき
③地域の他の専門機関等との連携が不十分

○方向性：子育ての専門機関としての機能の改善、実質化
①保育士等の専門性向上の強化（研修、評価の充実）
②地域の人材、資源の有効活用、関係機関との連携
③地域の子育て支援の機能の整理
④園長のリーダーシップ、組織体制の充実

☆保育所の持つ特質
①保育や子育ての専門性を有する保育所スタッフが存在
②０歳から6歳までの就学前の子ども集団を見ることができる
③様々な遊びや安定した生活ができる環境（園庭、調理室、保育室等）が存在
④保護者同士の交流の機会がある



保育所の役割・機能の概念図 資料２－２

保育所の目的 （児童福祉法第39条）

保 育 に 欠 け る 乳 幼 児 の 保 育

乳幼児を保護し育てること
保護者の労働等により日中家庭での保護・養 （健全な心身の発達を図る）

↓育を受けられない子ども
豊かな人間性をもった子どもを育成子

ど
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と 一保育所の目的を達成するための方法
っ 体
て 養護と教育が発達過程（０～６歳）に応じて一体的に発揮 的
の に
機 発役割 機能 養 護 教 育･
能 揮生命の保持と情緒の安定 人間形成の基礎を培う発達援助

・健康、安全で情緒の安定した生活ができ ・生涯にわたる生きる力の基礎を育てること＋
る環境を提供すること ・ねらい～心情、意欲、態度

・食事、排泄、睡眠、衣服の調節等 ・内容 ～五領域（健康・人間関係・環境・
言葉・表現）

「保育」という言葉は、乳幼児期の保護養育と教育を一体的に捉えた用語

園児の保護者への支援

○保護者との協同による子育て力向上の支援（相談・助言、情報提供など）の保
○就労支援（延長保育などの特別保育の実施）機 護

能者
に
と
っ （児童福祉法第48条の３）地域の在宅子育て家庭への支援
て

○専門性の活用（子育てに関する相談・助言、情報提供など）
○場の提供（一時保育、親子の交流、保育体験など）


